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※ウェル・ビーイング（Well-
being）…「WHO（世界保健
機関）憲章」の前文では健康の
定義を「健康とは、病気ではな
いとか、弱っていないというこ
とではなく、肉体的にも、精神
的にも、そして社会的にも、す
べてが満たされた状態（Well-
being）にあること」としてい
ます。我が国では各政策分野に
おける重要業績評価指標への
「ウェル・ビーイング」指標の
導入を進めるとしています。

　
「
東
久
留
米
市
教
育
振
興
基
本
計
画
」
は
、
教
育

基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
久
留
米
市
に
お
け
る

教
育
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
本
市
で
は
、
平
成
２６
年
８
月
に
本
計

画
を
策
定
し
て
以
来
、
本
市
の
教
育
の
振
興
に
関
す

る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め

の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
教
育
委
員

会
で
は
、
前
計
画
期
間
の
終
了
を
受
け
、
総
合
教
育

会
議
に
お
い
て
市
長
と
市
教
育
委
員
会
が
協
議
し
て

令
和
４
年
７
月
に
策
定
し
た
「
東
久
留
米
市
教
育
、

学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の

大
綱
」
に
拠
り
、
６
年
１
月
に
、
６
年
度
か
ら
１０
年

度
ま
で
の
５
か
年
を
計
画
期
間
と
す
る
「
東
久
留
米

市
第
３
次
教
育
振
興
基
本
計
画
」
策
定
し
ま
し
た
。

　
本
計
画
は
、「
学
校
教
育
」「
生
涯
学
習
」
の
分
野

で
、
基
本
施
策
に
お
け
る
現
状
と
課
題
、
施
策
の
方

向
性
で
構
成
さ
れ
、
今
号
で
は
、
本
計
画
の
概
要
を

紹
介
し
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
及
び

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
教
育
総
務

課
（
市
役
所
６
階
）、
図
書
館
（
中
央
、
東
部
、
ひ

ば
り
が
丘
、滝
山
）で
本
計
画
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
昨
年
、
国
が
示
し
た
「
持

続
可
能
な
社
会
の
創
り
手
の
育
成
と
日
本
社
会
に
根

差
し
た
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
※
の
向
上
」
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
市
教
育
目
標
に
基
づ
き
「
児
童
・
生

徒
が
人
間
性
豊
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
願
う
と
と
も

に
、
す
べ
て
の
市
民
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
力

を
身
に
付
け
、
生
涯
を
通
じ
て
学
び
、
支
え
合
う
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
」
を
目
指
し
、
今
後

も
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
や
各
関
係
機
関
の
皆
様
と

連
携
協
力
を
進
め
な
が
ら
、
計
画
の
着
実
な
実
行
に

努
め
ま
す
。
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基本計画を策定しました基本計画を策定しました

計画の施策体系及び各施策の概要「子どもの未来を育む学校教育」計画の施策体系及び各施策の概要「子どもの未来を育む学校教育」

【基本施策１】個性を認め合う教育の推進
　技術革新等により、社会が多様化・複雑化しています。予測できない未来に対応し、全ての人々の人権が尊重される自由で平等な社会を実現
するためには、子どもたち一人ひとりの可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成していくことが重要です。
　そのためには、子どもたちがさまざまな人と関わりながら学び、その学びを通じて、自分の存在が認められることや、人権尊重の理念の下、
相互に尊重し合い、協働していく意識を醸成させることが必要です。
▼①人権尊重教育の充実　ア）人権教育の推進　イ）自己肯定感・自己有用感の醸成　②いじめ問題への対応　ア）東久留米市いじめ防止対策
基本方針に基づいた取り組みの推進　イ）情報モラル教育の推進　③不登校問題への対応　ア）相談体制の充実　イ）不登校対策の充実　④特
別支援教育の充実　ア）個に応じた指導･支援の充実　イ）インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進　⑤日本語指導が必
要な子どもへの支援

【基本施策２】規範意識や他人を思いやる心を育む教育の推進
　子どもを取り巻く環境の変化などから、生命を大切にする心や思いやりの心などの倫理観や規範意識、社会
性の育成が求められています。
　学校、家庭、地域が十分に連携を図りながら、子どもたちの豊かな人間性や社会性などを育む道徳教育の充
実がますます重要になっています。人と人とが支え合う社会の中で、自分の個性を伸ばし、可能性を広げ、多
様な人々と協調しながら生きていくためには、自分を大切にする気持ちとともに、他者を思いやる気持ちが必
要です。
▼①道徳教育の充実　ア）「考え、議論する道徳」の実現　イ）生命を大切にする心、他人を思いやる心、規
範意識等を育む教育の充実

【基本施策３】生涯にわたって育む健やかな体づくり
　生涯にわたって健康な生活を送るための基礎をつくるには、学校の教育活動全体を通じた体系的な
取り組みが必要です。
　スポーツに親しみ、体力づくりに積極的に取り組むとともに、メンタルヘルスやアレルギー疾患等
の多様な健康課題について適切な指導が求められています。
　さらに、適切な生活習慣や食習慣を身に付けるためには、学校・家庭・地域の連携を推進する必要
があります。偏りのない食生活や地場産農作物の活用など、食に関する教育を推進します。
▼①体育・健康に関する教育の充実　ア）体力向上や心の健康に関する指導の充実　イ）学校におけ
る食育の推進と学校給食の充実

 Ⅰ　人権尊重の精神の涵（かん）養と健やかな心と体の育成 

本計画の内容は右記の二次元コード
から確認できます（市ホームページ）
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【基本施策１】確かな学力の育成
　国は、確かな学力とは「知識や技能はもちろんのこと、
これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学
び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資
質や能力等まで含めたもの」としています。
　また、社会の変化を予測することが困難なこれからの
時代においては、主体的に関わり、多様な人々との協働
を通じて課題解決を図ることのできる力が必要です。
　本市では、主体的・対話的で深い学びを実現し、学力
の基となる基礎的・基本的な知識や技能の着実な定着を
図り、自ら考え、より高度な学びへと自ら向かう態度を育てます。
▼①個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実　ア）「資質・能力」の三つの柱を育成
　イ）ICTを活用した教育の充実　②連携・協働による教育活動の推進　ア）幼保小連携・
小中連携による系統的な指導の推進　イ）家庭学習の充実　③子ども読書活動の推進

【基本施策２】国際社会の担い手を育む教育の推進
　経済・産業・文化などあらゆる分野で国際化が進展している現在、世界に通用する実践的
な英語力とともに豊かな国際感覚を醸成することが大切です。
　子どもたちが日本の伝統や文化を大切にした上で、国際感覚を身に付け、日本人としての
誇りとアイデンティティーを養う教育を進めます。
▼①グローバルに活躍できる人材の育成　ア）伝統と文化の理解の推進　イ）英語教育と国
際理解教育の推進　ウ）言語活動の充実によるコミュニケーション能力の育成　②地域と連
携した教育の推進

【基本施策１】持続可能な指導体制の整備
　これからの学校教育は個々の課題に適切に対応しつつ、「社
会に開かれた教育課程」の実現等による質の高い教育の提供
に向けた、学校の指導体制を整備していくことが必要です。
　信頼される学校づくりを進めるために子どもが学ぶことの
意義を実感し、必要な資質・能力を身に付けられるよう、家
庭や地域と協力した教育活動のさらなる充実に努め、各学校
における子どもの実態を踏まえた特色ある学校づくりを推進
します。
　学校における教職員の役割分担・業務の適正化を図ること等により、教育力の向上を図り
ます。
▼①組織としての学校機能の強化　ア）学校評価を活用した学校経営の継続的な改善　イ）
「学校における働き方改革」の推進　②教員の資質・能力の向上　ア）教員の授業改善・指
導力向上の推進　イ）教育センター機能の充実

【基本施策２】児童・生徒の安全の確保
　近年指摘されている大規模な自然災害の発生に備えて、知識や技能を習得するだけでな
く、社会参加や社会貢献の意識を高めるための防災教育を推進します。
　通学路の安全対策では、「東久留米市通学路交通安全プログラム」に基づく点検を毎年度
実施することで、必要な対応を図っています。
▼①地域や保護者と連携した防災教育の推進　②通学路の安全対策

【基本施策３】質の高い教育の基盤となる環境の整備
　児童・生徒が安全に安心して学ぶことができる教育環境を整備するため、学校施設の日常
点検や維持補修、「施設整備プログラム※」に基づく施設の大規模・中規模改修工事にも計
画的に取り組みます。
　コンピュータや情報通信ネットワークなどＩＣＴ機器を活用した学習活動の充実を図り、
子どもたちが情報を取捨選択し正しい情報を取得できる力を育成するため、多種多様で個性
あふれる子どもたちを一人として取り残さず公正に個別最適化された、学びや創造性を育む
学びを実現するＩＣＴ環境の計画的な整備及び維持管理を推進します。
　小・中学校の適正規模・適正配置については、文部科学省が策定した「公立小学校・中学
校の適正規模・適正配置等に関する手引」を参照しつつ、教育的な視点のほかさまざまな要
素も勘案して必要な検討を行っていきます。
　また、令和６年度から開設される「東久留米市こども家庭センター」とは、児童虐待、ヤ
ングケアラー等の課題に対する支援活動について綿密に連携し、その具体的な取り組みにつ
いては単年度事業計画により実施・検証していきます。
▼①着実かつ効果的な施設保全の実現　②ICT環境の整備　③学校の適正規模・適正配置の
検討

 Ⅱ　人生を切り拓き、社会を創る確かな学力の育成 

 Ⅲ　時代の要請にこたえる信頼される学校づくり 

市立小山小学校　新設南門（右手前）と仮設校舎（左奥）

令和６年度一般会計（教育費）令和６年度一般会計（教育費）
　　　歳入歳出予算まとまる　　　歳入歳出予算まとまる
　令和６年第１回市議会定例会において令和６年度
一般会計歳入歳出予算が成立しました。
　令和６年第１回市議会定例会において令和６年度
一般会計歳入歳出予算478億２,１００万円（前年比4.7％
増）が成立しました。
　令和６年度は、市が目指すまちの姿である「あん
しんして暮らせるまち」の実現に向けて、「未来志
向の公共施設マネジメント」「人にやさしいデジタ
ル化」「子どもたちへの投資」の３点を重点的に取
り組む事項とし、予算が措置されています。
　そのうち教育委員会が所管する取り組みには、第
５次長期総合計画基本構想・基本計画に掲げる基本
目標である「子どもが豊かに成長できるまち」等に
基づき、47億9,２89万6千円の当初予算が組まれま
した。内訳は小学校及び中学校に係る学校教育全般
の経費として６5.3％、生涯学習全般に係る経費とし
て２０.9％が充てられています。

　主なものは次のとおりです
重点事項
第九小学校施設耐力度調査１２,６8６千円
西中学校施設耐力度調査１3,7０６千円
小・中学校生活アンケートの実施89２千円
生涯学習センターエレベーター改修工事3,57１千円
新規・拡充
小・中学校用務業務委託79,738千円▼第一小学校南
校舎棟トイレ改修工事に伴う実施設計5,００１千円▼
久留米中学校南校舎棟トイレ改修工事に伴う実施設
計5,００１千円▼あたたかい献立の提供に向けた給食
消耗品の購入およびあたたかい献立プレテスト
4,535千円▼デジタル版社会科副読本作成２,99１千円
スポーツセンターLED照明更新１,０9１千円▼スポー
ツセンター吸収式冷温水機更新工事１8,１77千円▼図
書館システム再構築57,０5２千円

参考：令和６年度予算の概要
継続
第一小学校南校舎棟トイレ改修工事7２,83１千円▼第
五小学校体育館棟トイレ改修工事37,495千円▼小山
小学校増改築工事ほか工事383,６95千円▼南中学校
普通教室整備ほか工事9２,394千円
　《未来志向の公共施設マネジメント》
小・中学校施設耐力度調査小学校１２,６8６千円▼同調
査中学校１3,7０６千円
　《子どもたちへの投資》
新規事業、拡充事業等
（共に創るにぎわいあふれるまち）
スポーツセンター空調機更新１,43０千円
生涯学習センターエレベーター改修3,57１千円

《令和６年度一般会計（教育費）当初予算》
保健体育費
317,296千円
6.6%

社会教育費
684,852千円
14.3%

中学校費
924,417千円
19.3%

小学校費
2,204,742千円

46.0%

教育総務費
661,589千円
13.8%
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【基本施策１】生涯学習活動に対する支援の充実
　地域における生涯学習を推進するためには市民同士が学び合い、教え合う相互学
習が活発に行われるような環境を醸成する必要があります。そのためには、多様な
学習活動を通じて市民の自立に向けた意識を高め、学習の成果を地域づくりの実践
に結び付けていきます。
　「生涯学習センター」は、生涯学習の拠点として多くの市民に利用されていると
ともに、情報収集、提供、相談支援など各種事業の中心的な役割を果たしています。
　今後も、生涯学習団体、ＮＰＯ法人、指定管理者等と市民が連携し、それらを本
市が応援していく体制づくりを進めていきます。
▼①生涯学習・交流の機会の提供　②生涯学習環境の整備

【基本施策２】地域教育資源の活用と地域コミュニティの形成
　子どもたちが学習活動をはじめ様々な文化活動、スポーツ活動、芸術活動、伝統
文化活動に参加することにより、心身ともに豊かに成長する一助になることを目指すとともに、放課後の子どもたちの活動をより充実させるた
め、「放課後子供教室」を整備拡大していきます。
▼①地域資源を活用した学校との協働活動の推進　②子どもの居場所づくり・放課後子供教室の推進　③中学校部活動の地域連携

計画の施策体系及び各施策の概要「市民の学びを地域に生かす生涯学習」計画の施策体系及び各施策の概要「市民の学びを地域に生かす生涯学習」

 Ⅰ　市民のニーズに応じた生涯学習活動の充実 

【基本施策１】郷土の文化財の保護・活用
　市内には東京都指定文化財の指定を受けた史跡や、無形民俗文化財の指定を受けた郷土芸能などが多数あります。しかし、都市化や価値観の
多様化などから文化財の保存環境が変化し、維持や保存・継承が年々難しくなってきています。
　文化財に対する保護意識の醸成のため、市民への啓発や事業を充実させるとともに、伝統文化を継承する人材の育成や体制づくりを推進して
いきます。
▼①文化財の調査と保護の推進　②文化財の活用と確実な伝承・継承の推進

 Ⅲ　市民協働による文化財の保護・活用 

川鍋暁雲「七福神遊宴の図」　令和５年８月３１日市文化財に指定（有形文化財第２３号）

市立生涯学習センター

【基本施策1】「東久留米市スポーツ健康都市宣言」に基づく市民スポーツの振興
　市民の誰もが気軽にスポーツに親しみ、スポーツを通じた健康、体力の保持・増進や地域での交流を広げられる
よう、きっかけづくりや機会の充実が求められています。そのため、スポーツを安全・安心に行うことができるよ
う、各施設の適正な管理運営、指導員や団体の運営に携わる人材の確保・育成を推進します。
▼①スポーツに親しめる機会の充実　②スポーツ環境の整備

 Ⅳ　スポーツとの触れ合いを広げる市民スポーツの振興 

【基本施策１】効率的で持続可能な図書館運営の推進
　中央図書館と３地区館を指定管理者により一体的に運営する本市の図書館において、市は、地域資料・行政資料に関するサービスとハンディ
キャップサービス、調査・資料室の運営や基本的な運営方針と計画の策定など図書館行政に係る業務を担いながら、指定管理者に対するモニタ
リングなどの監理監督を行っています。
　図書館資料の収集については選書・除籍の基準や計画を策定し、東久留米市立図書館協議会による毎年度の実績評価を受けながら取り組んで
います。また、「図書館職員育成方針」（令和３年2月）を策定して、人材育成に努めています。
　図書館は、市民の教養と文化の向上が図られ、地域の課題解決を支援するまちの情報拠点として、基本理念である「地域を支える図書館」を
目指します。
▼①資料・情報提供の充実と学習支援　②地域資料・行政資料の収集・保存　③子ども読書活動の推進

 Ⅱ　歴史・文化・情報拠点としての図書館サービスの充実 



　
今
年
の
４
月
に
東
京
都
公

立
学
校
の
教
員
と
な
り
、
東

久
留
米
市
の
学
校
に
配
属
さ

れ
た
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
先
生
が

１7
人
い
ま
す
。（
敬
称
略
・

行
政
順
）。
た
く
さ
ん
の
経

験
を
積
ん
で
羽
ば
た
い
て
く

だ
さ
い
。
よ
う
こ
そ
東
久
留

米
市
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

佐藤　優妃
（第一小学校）

遠藤　和香
（第三小学校）

奥泉奈那華
（第九小学校）

名古　拓哉
（第七小学校）

川﨑　雅弘
（第六小学校）

寺島　綾乃
（第七小学校）

志賀　美月
（第七小学校）

戸沼　瑛弥
（第六小学校）

森　すみれ
（第一小学校）

パイパー笑莉エイミー
（第十小学校）

細田　駿太
（久留米中学校）

樋口　麻弥
（小山小学校）

丸川　雄大
（久留米中学校）

東岡　早紀
（南町小学校）

横田　光寿
（南中学校）

阿萬翔太郎
（南中学校）

井田　歩希
（南中学校）

このこの
４月から４月から

市
立
学
校
に

新
し
い
教
員
を
迎
え
ま
し
た

4令和６年７月１日

沢
獅
子
舞
」

な
ど
古
く
か

ら
伝
わ
る
芸

能
が
今
も
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
市
立
小
・
中
学
校
で

は
、
地
域
の
自
然
や
文
化
、

産
業
等
に
親
し
み
、
そ
こ
で

得
た
感
動
や
学
び
に
よ
っ
て

地
域
へ
の
愛
着
を
醸
成
し
て

き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
南
中

学
校
で
は
、
生
徒
が
公
共
施

設
で
フ
ォ
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を

開
催
す
る
こ
と
を
発
案
し
、

地
域
の
方
々
に
本
市
の
魅
力

を
広
く
発
信
し
ま
し
た
。
令

和
５
年
度
の
調
査
結
果
に
よ

れ
ば
、「
地
域
や
社
会
を
よ

く
す
る
た
め
に
何
か
し
て
み

た
い
」
と
思
っ
て
い
る
本
市

の
子
ど
も
た
ち
の
割
合
は
、

約
７
割
に
達
し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
年
度
は
、
地

域
か
ら
学
び
、
地
域
に
働
き

か
け
る
学
習
を
、
市
立
小
・

中
学
校
の
全
校
が
計
画
し
て

い
ま
す
。
群
馬
県
榛
名
地
域

の
子
ど
も
た
ち
と
オ
ン
ラ
イ

ン
で
つ
な
が
り
、
互
い
の
ま

ち
の
よ
さ
を
自
分
た
ち
の
ま

ち
に
還
元
し
よ
う
と
取
り
組

ん
で
い
る
学
校
も
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
東
久
留

米
の
ま
ち
を
盛
り
上
げ
よ
う

と
動
き
出
し
ま
し
た
。
小
さ

な
変
化
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
地
域
に
働
き
か
け
る
子

ど
も
た
ち
の
取
組
を
楽
し
み

に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

始
め
ま
す
「
オ
ー
プ
ン

１
年
生
の
日
」

　
こ
れ
ま
で
の
小
・
中
学
校

の
連
携
に
加
え
て
、
今
年
度

か
ら
幼
稚
園
・
保
育
園
と
小

学
校
と
の
接
続
を
目
的
に

「
オ
ー
プ
ン
１
年
生
の
日
」

の
取
組
を
開
始
し
ま
す
。

　
市
立
小
・
中
学
校
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
で
制
限
の
あ
っ
た

「
小
中
連
携
の
日
」
の
取
組

を
令
和
５
年
度
か
ら
再
開
し

ま
し
た
。
小
・
中
学
校
の
教

員
が
お
互
い
の
授
業
を
観
察

し
た
り
、
小
学
校
６
年
生
が

中
学
校
を
訪
問
し
て
、
授
業

参
観
や
部
活
動
体
験
に
取
り

組
ん
だ
り
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
小
中
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
度
も
小

・
中
学
校
の
全
校
が
年
間
３

回
以
上
の
実
施
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　
さ
ら
に
今
年
度
か
ら
は
、

こ
れ
ま
で
の
小
中
の
連
携
に

加
え
て
、
幼
稚
園
・
保
育
園

と
小
学
校
と
の
接
続
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、「
オ

ー
プ
ン
１
年

生
の
日
」
の

取
組
を
始
め

る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
幼

稚
園
・
保
育

園
の
先
生
方

を
対
象
に
、

小
学
校
１
年

生
の
授
業
を
公
開
す
る
と
い

う
も
の
で
、
７
月
に
全
小
学

校
で
実
施
予
定
で
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
保
護
者
の
方

を
は
じ
め
、
市
民
の
方
に
も

各
学
校
の
様
子
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
本
市
の
教
育
に
つ
い

て
ご
理
解
い
た
だ
く
機
会
と

し
て
、「
学
校
一
斉
公
開
日
」

を
実
施
し
ま
す
。
今
年
度
も

１０
月
１9
日（
土
）に
実
施
予
定

で
す
。
詳
細
は
、
今
後
、
教

育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
伝
え
し
ま
す
の
で
、
ふ

る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
力
が
地
域
を

盛
り
上
げ
ま
す

　
市
立
小
・
中
学
校
で
は
、

地
域
の
自
然
や
文
化
を
学
ぶ

取
組
が
定
着
し
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
今
年
度
は
、
子

ど
も
た
ち
が
地
域
に
働
き
か

け
る
取
組
が
全
小
・
中
学
校

で
展
開
さ
れ
ま
す
。

　
本
市
は
、都
内
で
唯
一「
平

成
の
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ

た
ま
ち
で
す
。
ま
た
、「
南

共
有
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
表
現
の
手
段
が
広
が

り
、
伝
え
た
い
こ
と
を
モ
ニ

タ
ー
に
投
影
し
な
が
ら
説
明

で
き
る
子
ど
も
も
増
え
て
き

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
宿
題
や
家
庭
学

習
の
在
り
方
も
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
自

分
の
家
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
持

ち
帰
り
、
学
習
支
援
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
、
デ
ジ
タ
ル

で
問
題
な
ど
に
取
り
組
み
ま

す
。
市
立
小・中
学
校
で
は
、

互
い
の
学
校
の
取
組
に
つ
い

て
情
報
交
換
を
重
ね
て
、
宿

題
の
デ
ジ
タ
ル
化
や

家
庭
学
習
の
在
り
方

を
模
索
し
て
き
ま
し

た
。
今
年
度
は
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し

た
宿
題
や
家
庭
学
習

の
実
施
を
、
全
小
・

中
学
校
が
掲
げ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の

時
代
を
生
き
抜
く
子

ど
も
た
ち
を
育
成
す

る
た
め
、
学
校
で
の

学
び
も
家
庭
で
の
学

び
も
、
デ
ジ
タ
ル
化

が
加
速
し
て
い
き
ま

す
。

宿
題
も
デ
ジ
タ
ル
化

　
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
配
布

に
よ
っ
て
、
宿
題
や
家
庭
学

習
に
つ
い
て
も
デ
ジ
タ
ル
化

が
進
ん
で
き
ま
し
た
。

　
本
市
で
は
、
市
立
小
・
中

学
校
の
全
て
の
子
ど
も
た
ち

に
一
人
１
台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

紙
と
黒
板
の
授
業
か
ら
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
や
I
C
T
機
器
を

併
用
し
た
授
業
へ
と
変
わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

時
間
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と

も
、
写
真
や
動
画
で
瞬
時
に

第
２
回
東
久
留
米
市

「
図
書
館
を
使
っ
た

　
　
調
べ
る
学
習

　
　
　
　
コ
ン
ク
ー
ル
」

　
身
近
な
疑
問
や
不
思
議
に

思
う
こ
と
、
興
味
が
あ
る
こ

と
を
図
書
館
で
調
べ
て
、
分

か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
作

品
に
し
よ
う
。

【
内
容
】
詳
細
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い【
対
象
】
市
内
に
在
住
・
在

学
の
小
・
中
学
生

【
申
し
込
み
】
９
月
１
日

（
日
）
～
3０
日
（
月
）
に
作

品
を
各
図
書

館
の
カ
ウ
ン

タ
ー
へ
持
参

を
（
休
館
日

を
除
く
）。
東
久
留
米
市
立

の
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生

徒
は
学
校
の
担
任
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
中
央
図
書

館
☎
０
４
２
・
４
７
５
・
４

６
４
６教育委員会の会議開催結果・

議事録について

　教育委員会の会議資料・議事
録は右記のホームページから確
認することができます。

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

　
　
の
動
き

　
　
の
動
き

教
育
長
の

就
任
に
つ
い
て

片柳博文教育長

　
片
柳
博
文
教
育
長
に
つ
い

て
は
、
令
和
６
年
３
月
3１
日

で
任
期
が
満
了
い
た
し
ま
し

た
が
、
令
和
６
年
２
月
２8
日

の
令
和
６
年
第
１
回
市
議
会

定
例
会
に
お
い
て
教
育
長
に

任
命
す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ

た
た
め
、
前
期
に
引
き
続
き

令
和
６
年
４
月
１
日
付
け
で

東
久
留
米
市
教
育
委
員
会
教

育
長
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。
２
期
目
の
任
期
は
令
和

６
年
４
月
１
日
～
令
和
９
年

３
月
3１
日
の
３
年
間
で
す
。

略
歴　
前
公
立
中
学
校
長
、

本
市
指
導
室
長
等
を
経
て
令

和
４
年
４
月
１
日
か
ら
現
職

東京都市町村教育委員会連合会表彰
東京都市町村教育委員会連合会

第68回定期総会

　尾関教育委員には長年、教育委員としてご尽
力いただいております。そのご功績が認めら
れ、５月２4日に開催されました。東京都市町村
教育委員会連合会第６8
回定期総会において東
京都市町村教育委員会
連合会表彰（１０年表彰）
を受けられました。当
日は尾関教育委員を含
め各市町村の１4名の教
育委員等が表彰を受け
られました。

幼児〜中学生のお子様に関して勉強や
対人関係、発達などの悩みがあればご
相談下さい

中央相談室（教育センター内）
☎０４２・４７３・３６６７（火〜土曜日）
滝山相談室（西部地域センター内）
☎０４２・４７５・８９０９（月〜金曜日）

問い
合わせ

↑撮影した動画で走り方をふり返る子どもたち


